
   物  件  調  書  

   

物 件 番 号 １  

物 件 名  篠原台公舎跡地   
所  在  地  横浜市港北区篠原台町２１７番１ 
住  居  表  示  実施済区域（詳細は横浜市にお問い合せください。） 
地積（実測） 592.02㎡  地  目  宅 地 形   状  不整形 

接面道路の  
幅員及び構造  

北側幅員約 4～ 5ｍ市道（篠原第 202号線  建築基準法第 42条第１項第１号

道路）に等高乃至 0.5～ 4m高く、  

南西側幅員約 2.7ｍ～ 3ｍ市道（篠原第 211号線  建築基準法第 42条第２項

道路）に等高乃至約 1ｍ高く、  

南側幅員約 4ｍ市道（篠原第 211号線  建築基準法第 42条第２項道路）に約

1ｍ高く接面。  

（接面道路の状況は必ず入札者におかれても御確認ください。）  

法  
令  
等  
に  
基  
づ  
く  
制  
限  

都市計

画法  
・  

建築基

準法  

 市街化区域  

用途地域  第一種低層住居専用地域  

建ぺい率  40 ％  容  積  率  80 ％  

その他規

制  
第一種高度地区、緑化地域、建築基準法第第22条区域 等 
（詳細は、横浜市にお問い合わせください。） 

文化財

保護法  
埋蔵文化財包蔵地

域の有無  
  無 

その他

の法律  宅地造成工事規制区域等（詳細は、横浜市にお問い合わせください。） 

私道の負担等 
に関する事項 

負担の  
有   無  

 無  
供給処理  

 
施設の状況  

電   気  可  

上  水  道  可  
負担の  
内  容  

 無  下  水  道  可  

都市ガス  可  

交  通  機  関  
鉄  道  東 急 東 横 線 「白楽駅」から北西約 0.7ｋｍ  

バ  ス   

参  
 
 

考  
 
 

事  
 
 

項  

○敷地は平成３０年まで交番敷地として、その後は公舎の駐車場敷地として利用されていました。 

○敷地はほぼ平坦な土地と、北側の法面（コンクリ―トブロック擁壁）、現況市道から成ります。

なお南西側の道路は建築基準法上第42条2項の道路に該当し、セットバックを要します。 

○敷地の周囲は主にネットフェンスで囲っており、東側隣接地とはコンクリートブロック塀で隔

てられています。 

○敷地は現況での引渡しとします。 

○都市ガスについては、敷地北側、南西及び南側道路に低圧の管（50mm）が敷設されています。 

○上水道については、敷地北側道路に本管（75㎜）が、南西及び南側道路に本管（100mm）が敷設

されています。 

○下水道については、敷地北側道路に合流管（250mm）が、南西及び南側道路に合流管（250mm）

が敷設されています。 

○本敷地については、土壌汚染調査・地耐力調査は、実施しておりません。 

○本敷地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として散水等に努めてください。 

○東側で隣接する民地と、コンクリートブロック塀及び擁壁の一部が北部と南部で相互に越境し

ています。なお、隣地所有者との間には覚書を締結しており、双方コンクリートブロック塀等

改修工事をする場合には自己の責任と負担において所有地内に当該工作物を設置するものとし

ています。改修等の実施に際しては、隣接地権者と協議してください。 

○北西端部に道路標識が所在しています。 
○北東端部及び北西端部上空を電線が通過しています。 
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写真１ 写真２ 

  
写真３ 写真４ 

  
 


